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羽　束　考

笹川尚紀　

　１　は　じ　め　に

　『和名類聚抄』によると，山城国乙訓郡と摂津国有馬郡に羽束郷が属していたことが知

られる。前者は京都市伏見区羽束師付近，後者は兵庫県三田市の北・東部から宝塚市波豆

にかけての一帯が比定地となる（１）。平安時代末期の高山寺本ではそれぞれ「波津加之」「波

都加之」，室町時代中期の大東急記念文庫本では「波豆賀之」「波都加之」という注記が付

されている（２）。これらによると，両者ともに「ハツカシ」ないしは「ハヅカシ」と読まれ

ていたことになる。

　『令集解』職員令土工司条に引かれる穴記によれば，宮内省被管の土工司に属する伴部

・泥部は，古くは「波都加此之友造」と呼ばれていたとされる（３）。かかる泥部と２つの羽

束郷との係わりを想定するのが通説的な理解であった。ところが近年，栄原永遠男氏は，

泥部との関係を否定され，羽束の羽は箭羽，束は 簳 （ 篦 ともいう）を指すとして，２つの
やがら の

羽束郷は箭の製作にちなむ地名であったと説かれている（４）。

　かかる見解はすこぶる興味深く，うなずける点が多い。しかしながら，細部を見渡すと，

問題点が少なからず残されているように思われる。小稿では，まずはそれらについて指摘

し，２つの羽束郷にまつわる卑見を披瀝していくことにする。そして，かかる成果をふま

えたうえで，大化前代における物部氏の武力の源泉について追究していく所存である。そ

のような拙論に対して，栄原氏をはじめとする識者のご斧正をうることができれば，喜び

これにまさるものはない。

　２　摂津の羽束

　『新撰姓氏録』摂津国皇別には「天足彦国押人命男，彦姥津命之後」とする羽束首が，

同神別・天孫には「天佐鬼利命三世孫，斯鬼乃命之後」と称する羽束がみえている（５）。と

もに摂津国有馬郡羽束郷を本拠としていた可能性が強い。『日本書紀』天武１２年（６８３）９

月丁未条から，羽束造が連のカバネを授けられたことが知られ，この氏族が中央伴造とし

て羽束首および羽束を管掌していたと考えられる。このような羽束を氏名とする氏族の職

務内容をおさえるためには，以下に掲げる史料がたいへん参考となる。



　『延喜式』兵庫寮雑工戸条（６）（〈　〉は分注を意味する）

　　　雑工戸

　　　左京廿五烟〈今絶戸。〉　 　右京卅九烟〈今絶戸。〉　 　大和国六十九烟

　　　摂津国五十烟　　　　　　　河内国七十一烟　　　　　　和泉国五烟

　　　伊勢国四烟　　　　　　　　尾張国四烟　　　　　　　　遠江国廿烟

　　　近江国十八烟　　　　　　　美濃国卅二烟　　　　　　　丹波国七烟

　　　播磨国四烟　　　　　　　　紀伊国廿六烟

　　　　右雑工戸免二調庸一，毎年自二十月一日一至二二月卅日一役使。雑作人別不レ得レ過二五

　　　　十日一。其役分物，毎年附二貢調使一進之。但摂津国有馬郡羽束工戸役十五日，不

　　　　レ免二其調一。若有二絶戸一，其口分田，准レ価賃租充二雑工食一。不レ給二公粮一。

　雑工戸は兵部省管下の造兵司に属し，軍事関係の用具の製作に携わっていた。ところが，

寛平８年（８９６）９月に造兵司などを吸収した兵庫寮が成立すると（７），その管轄下に置か

れることになった。雑工戸のうち，摂津国有馬郡には羽束工戸が存し，調は免除されず１５

日間役使されたことが知られる。この羽束工戸と氏名の羽束との関連性は否めまい。

　ところで，造兵司に配属されていた雑工戸については，『令集解』職員令造兵司条・古記

および令釈が引用する官員令別記によって，その内訳を把握することが可能となる。

古記及釈云，別記云，鍛戸二百十七戸，甲作六十二戸，靱作五十八戸，弓削三十二戸，

矢作廿二戸，鞆張廿四戸，羽結廿戸，桙刊卅戸。右八色人等，自二十月一至二三月一，毎

レ戸役二一丁一。為二雑戸一免二調役一也。爪工十八戸，楯縫卅六戸，幄作十六戸。右三色

人等，臨レ時召役。為二品部一取レ調免二徭役一。

　鍛戸から桙刊までの各戸は雑戸とされ，１０月から３月にかけて戸ごとに一丁を中央に上

番させて労働に就かせた（８）。栄原氏は羽結（９）について，箭羽を簳に取りつけることにあず

かった技術者ととらえる。一方，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の羽束工に関しては，束が「簳

の長さの単位として，箭についてよく用いられる言葉である」ことをふまえ，簳のことを

指しているとする。そのうえで，羽束工は箭羽と簳両方の製作に従事していたと解して，

簳を作る矢作と箭羽をそれに取りつける羽結の総称であったと主張される。

　筆者は，羽結の理解は的確であり，支持したいと考える。けれども，羽束に関しては疑

問を禁じえない。というのは，栄原氏の説明だけでは，束が簳を指すとは断言できないか

らだ。そこで，諸橋轍次著『大漢和辞典』巻８・「結」の項をみてみると，「つかねる」と

いう字義を記し，「結，束也」という『釈名』巻３・釈姿容の一節（１０）が掲示されている。す
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なわち，結と束とは同じ意味をもつことに徴するに，羽結と羽束は，箭羽を矧ぐという同

様な職掌に従事していた集団であったと見なしてよかろう。

　箭羽の取りつけ方について，『図録　日本の合戦武具事典』には，「羽の茎を中央から割

いて，上部は羽を少し取り去って茎をあらわし，下方の茎も少し残して，これを箆は 膘 か
にべ

漆で貼り付け，茎の露出した上下を紙か糸巻にする。上の方を末矧，下の方を本矧という」

とみえる（１１）。若干付言すると，２～４枚の半裁された鳥の羽を用い，二立羽・三立羽・四

立羽として仕立て上げられる。『延喜式』兵庫寮の 征  箭 ５０隻の製作工程にまつわる規定（征
そ や

箭条）に，「料二理羽一，搓レ線二日」とあることから，それらは古代では糸によって結びつ

けられる場合が多かったことがうかがわれる（１２）。羽束（羽結）は，「羽をつかねる・たばね

る」ことを意味すると考えられ，鳥の羽数枚を簳に糸で括りつけることに由来する名称で

あったと推測しうる。摂津国有馬郡の羽束郷は，かような技術者の集住にちなむ地名であ

ったと想定される。

　かくして，栄原氏の所説を参照しつつ，羽結および羽束の職掌について明らかにした。

以下では，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の羽束工戸に関してさらに考察を深めたい。

　同条では，摂津国有馬郡の羽束工戸の役使は１５日間と規定されており，他の雑工戸との

相異は歴然となる。羽束工戸が調しか免除されていないのは，役使日数が少ないことに起

因しよう。では，かかる懸隔が生じた理由はいったい何だったのであろうか。

　まずは，同条の問題点について簡単にふれておく。『日本三代実録』元慶元年（８７７）１１

月８日乙巳条では，「詔返二収造兵司所役之遠江国雑工戸廿烟一，其代充二山城国一，復レ旧」

とみえており，遠江国の雑工戸２０烟が記される同条は，その時以前に成立した規定であっ

たことが知られる（１３）。

　注意すべきは，「雑作人別不レ得レ過二五十日一。其役分物，毎年附二貢調使一進之」という

記述である。官員令別記における，戸ごとに一丁が中央官衙に番上勤務するという規定と

は異なり，国司の監督のもと国府工房で武器生産に従事し，そのような製品が貢納される

という形態に変化したとも考えられる（１４）。ただし，新井喜久夫氏は，貞観８年（８６６）２

月に造兵司雑工戸の雑徭が３０日から２０日に減少したこと，その雑徭料を造兵司が徴してい

たこと（１５）に基づき，『延喜式』兵庫寮雑工戸条の５０日は，調庸免分の３０日と雑徭分の２０日と

で構成されていたとする。そして，前者の期間に兵庫寮の工房に上番して武器の製造に携

わっていたこと，および貢調使を媒介にして貢納品を提出していたのが後者の雑徭分にあ

たることを指摘している（１６）。新井氏は，品部・雑戸の一戸一丁上番制から毎丁役制への転
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換を論じられ，同条における事例をその根拠の１つとして掲げられている。このことの当

否はさておき，羽束工戸の１５日間という役使は，雑徭日数２０日にもおよばず，その異質性

は際立っているといえる。

　そこで，こうした問題を解明するため，以下の史料に着目することにしたい。

　『延喜式』兵庫寮征箭条

　　征箭五十隻。長功廿二日大半，中功廿五日，短功廿九日。篦麁揉大半日。削レ節，洗

　　磨一日。精揉一日。精磨半日。料二理羽一，搓レ線二日。著レ羽一日。造レ筈一日。初漆

　　併乾一日。中漆一日，乾一日。裁レ羽半日。次中漆一日，乾一日。花漆一日，乾一日。

　　削二箭本一，搓レ線，纏一日。打二箭鏃一，錯磨二日。着二箭鏃一一日。漆レ本三遍，毎レ遍

　　乾一日。金二漆箭鏃一乾一日。

　征箭５０隻の製作工程が記されており，１年間の日照時間の長短にのっとって，長功・中

功・短功というように作業日数が定められている。同条における日数を合計すると，長功

２２日大半（３分の２）となる。その製作過程についておおまかに述べると，篦（簳）の材

料となる篠竹をまっすぐに仕上げ，それに箭羽を付け，篦の上端の弦に喰わせる部位たる

筈を作り，鉄鏃を取りつける。篦および鏃には漆が塗られることになる。

　既述したように，官員令別記にみえる雑工戸のうち，矢作・羽結が箭の作製に携わり，

前者は主として簳の製造にあたったと考えられる。また，『日本書紀』綏靖即位前紀の「乃

使下
二
 弓部稚彦一造レ弓，倭鍛部天津真浦造二真麛鏃一，矢部作上

レ
 箭」という記述に照らすに，鍛

戸からの丁の一部が鉄鏃を作ることに従事していたことが察せられる（１７）。羽結（羽束）は

箭羽を簳に取りつけることを職務としていたと考えられるので，試みに上掲の史料から箭

羽に関する記述を抜き出すと，「料二理羽一，搓レ線二日。著レ羽一日」「裁レ羽半日」というこ

とになろう。それらを合計すると３日半となり，全日程の約６分の１しか占めないことに

なる。つまるところ，かような作業時間の短さが，羽束工戸の役使日数を１５日と定めた所

以となったと推断される。

　なお，若干敷衍すると，『延喜式』兵庫寮雑工戸条に「其役分物，毎年附二貢調使一進之」

とあるので，平安時代前期には雑工戸からの丁が国府工房に勤仕し，武器の製造にあずか

っていたことはまず誤りあるまい。羽束は簳がなければ作業を遂行することが叶わなかっ

たと想定され，結局のところ，摂津国有馬郡の羽束工戸からの丁が国府工房において職務

に従事することができたかどうかは，同国における矢作工戸の有無に大きく左右されるこ

とになる。その点を究明することは相当に難しいものの，１５日の役使は雑徭分とはとらえ
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がたいことからすると，中央官衙の工房への上番日数が規定されていたと思料すべきであ

ろう。したがって，摂津国の５０烟の雑工戸のうちには，矢作工戸は含まれていなかったの

ではないかと推量される。

　３　山城の羽束

　それでは，山城国乙訓郡の羽束郷にも，箭の製作に係わった集団が居住していたのであ

ろうか。藪田嘉一郎氏は，この羽束郷は羽束部の居住に由来するとし，羽束部と泥部は同

一で，壁塗りや瓦の製造にあたった職業部であったとする。さらに，「はつか」を「「は」

の「か」で，「は」は「はに」即ち埏埴のこと，「か」は器である」と解し，土器を指すと

して，本来は土師部と同じ職掌を有していたと主張される（１８）。

　まずは泥部について概観すると，『令集解』職員令土工司条の泥部の注記に，「穴云，泥

部者，古言，波都加此乃友造」とあるので，「ハツカシベ」ないしは「ハヅカシベ」と呼ば

れていたと考えられる。『日本書紀』垂仁３９年１０月条に引かれる一云では，五十瓊敷皇子に

与えられた１０箇の品部の１つとして泊橿部がみえる。また，欽明と小姉君との間の子とし

て埿部穴穂部皇女・埿部穴穂部皇子が知られ（１９），壬申の乱の際には大津皇子の従者の１人

として埿部 枳がみえている（２０）。天武１２年９月に羽束造らとともに埿部造に連のカバネが

与えられており，この埿部造が泥部を統率して王権に奉仕していたことが想定される。か

かる泥部は令制下では泥戸に組織され，品部として土工司の管理下に置かれていた（２１）。土

工司には伴部たる泥部２０人が属し，泥戸のうちからそれに充てられている（２２）。土壁を塗

り，瓦を焼成し，石灰を焼くという土工司の職掌（２３）から推すに，大化以前において泥部は

それら作業に従事していたことが思料される。その設置の時期は判然としないものの，瓦

や石灰のことを勘案すると，倭国に仏教建築が導入されて以降に，その職務の幅が広がっ

たことが想定される（２４）。

　ところで，平城宮南面西門・南北溝ＳＤ１０２５０から，以下のような０８１型式の木簡が出土

している（２５）。

　　□□□□□　正月二 □少 初位上泥部伊美吉主□
「令史」

　泥部伊美吉は，泥部連からの改姓の可能性が強い。別筆で令史とあって，司・監・署い

ずれかの第４等官であったととらえることができる。同じ３メートル四方の小地区から，

「・築 □ □ □ 　三鉏二」などと書かれた，造営に係わると目される木簡（２６）が検出されてい
〔垣ヵ〕 〔庁カ〕

る点を考慮すると，泥部伊美吉主□は土工司令史であった可能性も捨て去ることができな
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い。

　ちなみに，『続日本紀』天平宝字３年（７５９）９月戊寅条には，「又停二廃品部一，混二入公

戸一。其世業相伝者，不レ在二此限一」とあって，品部の多くが廃止されており，この際に泥

戸が公戸に編入された蓋然性が強い（２７）。

　かような事柄をおさえたうえで，まずは藪田氏による「はつか」の理解について吟味す

ると，土工司の職務内容に土器製作のことがみられないことから，土器を指すとする点に

はにわかに承服しえない。日本古典文学大系新装版『日本書紀』下の鼇頭では，泥部につ

いて「ハニ（泥）ツカシ（築）の約であろう」と説かれており（２８），おそらくはかかる解釈

が妥当になるかと思われる。

　続いて，山城国乙訓郡の羽束郷の由来について取り上げるに，筆者は栄原氏ではなく藪

田氏の所説を支持したいと考える。以下に，その根拠を述べる。

　平安時代末期の『和名類聚抄』高山寺本によると，乙訓郡の羽束郷には「波津加之　本

用二羽束志三字一」，摂津国有馬郡の羽束郷には「波都加之」という注記が付されている。ま

た，室町時代中期の大東急記念文庫本によれば，前者には「波豆賀之」，後者には「波都

加之」の注記が認められる。乙訓郡の羽束郷が古くから「ハツカシ」ないしは「ハヅカシ」

と呼ばれていたことは，たとえば『延喜式』神名上の乙訓郡１９座のうちの１つである羽束

師坐高御産日神社が，『続日本紀』大宝元年（７０１）４月丙午条で波都賀志神とあらわされ

ていることから明白となる（２９）。一方，有馬郡の羽束郷がそのように読まれていたとは即断

しえない。なぜなら，前出する乙訓郡の方の注記をうけて，有馬郡の方にも同様のものが

付された可能性も残されているからだ。試みに，永禄９年（１５６６）に書写された名古屋市

博物館本をひもとくと，乙訓郡の方は「ハツカシ」という傍書を加えているものの，有馬

郡の方は「ハツカ」としているのである（３０）。

　そこで，それ以外の史料に眼を向けるに，以下のものが注意される。

　『古事談』巻第２・４４

　　但馬守隆方ハ於二任国一逝去。然而秘二国人一称二重病之由一，舎弟僧声気色似タリケル

　　ヲ，輿ニノセテ上道，死人ヲバ入二辛櫃一相具〈云々〉。是国人之心為レ不レ変也。仍死

　　人ヲバ摂津国羽束師内六瀬云所ニ埋畢。今有二其墓一也。

　藤原為房の父・隆方（１０１４～７８）は，摂津国の羽束師内六瀬というところに埋葬された

と記されている。この羽束師は，『和名類聚抄』の有馬郡羽束郷に相当しよう。『新訂増補国

史大系』の頭注によれば，羽束師の３字は，宝永４年（１７０７）書写校合の宮内庁書陵部本

２１８
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２１９

に従っているとある。ところが，寛文（１６６１～７３）ごろの筆写とされる和洋女子大学附属

図書館蔵本において「羽郡内府六瀬」とあるなど，諸写本で異なりをみせており（３１），決し

て羽束師で一致しているわけではない。

　詮ずるところ，『和泉式部続集』５４６に「はつかの里」（３２），大江匡房が多田源氏の頼綱に宛

てた『新古今和歌集』巻第１６・１５７１歌に「はつかの山」（３３）と詠まれていることをも参看す

るに，摂津国有馬郡の羽束は「ハツカ」と呼ばれていた公算が大きいのではなかろうか。

　ところで，乙訓郡の地名で羽束と表記されるもっとも古い史料は，天平勝宝元年（７４９）

１１月３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤解案」の「奴雲足年十四〈一人，山背国羽束里戸主長岡

坂本国麻呂戸口〉」となる（３４）。郷制下の文書であるにもかかわらず，里と表記され，かつ

郡名が欠けており若干問題となるものの，後者に関しては前行の「婢千継売年十一〈已上

六人山背国乙訓郡山埼里戸主間人造東人戸口〉」をうけて，郡名が省略されたと考えられ

る。とまれ，乙訓郡の羽束郷は郷名の２字表記に基づいて採用されたもので，「ハツカシ」

あるいは「ハヅカシ」と読まれたことは，先述したようにまず間違いあるまい。

　以上，要するに，読みが相違すると目されることから，２つの地名の起源を同一のもの

としてとらえることには躊躇を覚える。

　次に，『新撰姓氏録』をひもとくに，山城国神別・天孫には「鴨県主同祖。鴨建玉依彦命

之後」と主張している西 泥土 部が掲げられている。下鴨神社の権禰宜・鴨俊春が江戸時代
（埿）

後期に著した『鴨県主家伝』大伊乃伎命および西 泥土 部条に引用されている「鴨氏旧譜」（３５）
（埿）

によって，建玉依彦命の１１世孫・小二目命の３世孫・多々加比が西埿部の祖であることが

知られ，より詳しい系譜がおさえられる。この西埿部の本拠地について，伴信友がしたた

めた『瀬見小河』２之巻・別記では，「さて西 埿  部 は，帳に愛宕郡賀茂波爾神社とあるに由
ハニ ベ

あり，こは 埿  部 の氏人の〈もと埿部は西東と別れてありしなるへし，〉玉依彦命を祀れる
ハニ ベ

なるへし」（３６）と述べられている。また，『鴨県主家伝』西 泥土 部条には，「当宮旧記云，西埿
（埿）

部者建玉依彦命之所レ率而鴨県之人民也」とみえている。さらに，同条には，「鴨氏旧譜云，

小二目命之三世孫多々加比，（割注略）此子孫等随二于祠官一而仕二于大神一云云。今猶雑仕駆

人等是也。〈亦以二雑仕一称二小預一，以二駆人一称二役給人一。〉」とあり，かつ『鴨県主家伝』

「附録」中から，江戸時代中期の元禄から安永にかけて西埿部氏（駆人）の女性が雑仕女

として下鴨神社に勤仕していたことが判明する。これらのことを綜合すると，西埿部氏は

下鴨神社が鎮座する愛宕郡ないしは葛野郡に集住していたことが想定される。しかしなが

ら，西埿部と式内・賀茂波爾神社との関係は定かではなく，くわえて古代より同氏の者が
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下鴨神社に奉仕していたことを示す例証をまったく見出すことができない（３７）。

　検討すべきは，下鴨神社に勤仕していた西埿部氏は，古代の西埿部氏の後裔に相当する

のかどうかである。もとより，後世の仮冒ということも念頭に置かなければなるまい。こ

のように推測するうえで見落とすことができないのは，『日本書紀』の古訓である。

　鎌倉時代の北野本巻第２８・２９では，埿部 枳・埿部造の埿部に対して「ハセツカヘ」と

いう傍書を付す（３８）。これらは卜部家本系統の応永３０年（１４２３）から３１年にかけての書写と

なる穂久邇文庫本（３９），天文９年（１５４０）に筆写された卜部兼右本（４０），および『釈日本紀』

巻第２１・秘訓６（４１）にも見受けられる。また，兼右本では泥部穴穂部皇女の泥部の右・左に，

それぞれ「丈部」・「ハセツカヘ」という傍書が存する（４２）。喜田貞吉は，かかる古訓を重視

して，埿部は杖部（丈部）にあたるとし，かつ穴記の「波都加此之友造」は「波世都加比

之友造」の誤写であると説く（４３）。しかしながら，そのような古訓が古代にまでさかのぼる

のか確証はなく（４４），また「波都加此之友造」が誤記であるとは性急に従うことができない。

むしろ，『日本書紀』などの古訓よりは，筆録の古さからいって，穴記の記載を何よりも尊

重すべきであろう。

　注視すべきは，諸書における「ハセツカヘ」という傍書であって，それは馳使に通じ，

『鴨県主家伝』などにおける西埿部の職掌と合致する。この点をふまえれば，『日本書紀』の

卜部家本系統の諸写本などにおける「ハセツカヘ」という傍書，『新撰姓氏録』山城国神別

・天孫にみえる鴨県主と同祖を主張する西埿部などを併考し，このような姓が後世におい

て選び出されるにいたったと解してもよいのではなかろうか。ゆえに，西埿部の本拠地を

愛宕郡のあたりに断定することはできず，畢竟，穴記の記述に基づけば，乙訓郡羽束郷に

求める方がきわめて穏当となろう。

　『釈日本紀』巻第９・述義５・第３に引かれる「山城国風土記」逸文・可茂社条による

と，可茂別雷命の父神を乙訓郡社坐火雷命としており，乙訓地域と鴨県主とのつながりが

うかがわれる。そのようなことが西埿部氏をして鴨県主の同族を称させた所以であったの

ではないかと憶測する。

　このように西埿部の本拠地をとらえたうえで，さらに問題とすべきは，西の理解である。

従来，河内の意と説かれることが多いけれども（４５），必ずしも河内国と結びつける必要性は

あるまい。乙訓郡羽束郷の比定地は京都市伏見区羽束師付近に求められ，桂川西岸に位置

する。その東岸に贄土師部が設置されていた点は，この際，見逃すことができない。

　『日本書紀』雄略１７年３月戊寅条

２２０
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２２１

　　十七年春三月丁丑朔戊寅，詔二土師連等一，使レ進下応レ盛二朝夕御膳一清器上者。於レ是，

　　土師連祖吾笥，仍進二摂津国来狭狭村，山背国内村，俯見村，伊勢国藤形村及丹波，

　　但馬，因播私民部一。名曰二贄土師部一。

　上掲の記事から，天皇の朝夕の御膳に盛る清器を製造する贄土師部が，山背国俯見村（京

都市伏見区）に設置されていたことがおさえられる。泥部と同様に，埴土をあつかう集団

が居住していたことは，たいへん興味深い（４６）。『令集解』職員令土工司条の古記および令釈

に引かれる官員令別記によると，泥戸は５１戸存していたことがわかる。天平勝宝元年１１月

３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤解案」から，羽束里の戸主として長岡坂本国麻呂の名が知ら

れるので，それらがすべて乙訓郡の羽束郷に属していたわけではあるまい。俯見村におけ

る贄土師部の居住に鑑みると，羽束郷の桂川を挟んだ対岸の紀伊郡にもまた，泥部をもっ

て編成された泥戸が配されており，それに対して西埿部という氏名が用いられたともとら

えられるのではあるまいか。西は「カハチ」と読まれたのであろうけれども，河内国のこ

とではなく，「桂川の内の方」という意味を有していたと推断する。

　かくして，山城国乙訓郡の羽束郷の由来に関して，とかく検討を加えてきた。結局のと

ころ，乙訓郡の羽束郷は泥部，有馬郡の羽束郷は箭羽の取りつけに従事した羽束（羽結）

の集住にちなむ地名であったと判断する（４７）。

　なお，最後に，乙訓郡羽束郷のあたりに泥部が設置された理由の一斑について，臆見を

開陳しておくことにしたい。泥部の職掌としては，前述した通り，土壁塗り・瓦作り・石

灰を焼くなどのことがあげられる。わけても注意を払うべきは，石灰であると考える。

　石灰石を焼くと生石灰ができ，それに水をかける（消化する）と消石灰となる。消石灰

は漆喰の主原料であり，土壁の上塗りなどに使用された（４８）。天平６年（７３４）５月１日「造

物所作物帳断簡」に「 □ 灰壁
〔石〕

 □□ 物／石灰六斛〈塗壁十間，々別高七尺広一丈〉」とみえ
〔料用〕

ており（４９），古くより利用されていたことが明らかとなる。天暦４年（９５０）９月２３日付の

太政官符によると，修理職の石灰を焼く長上であった清宗氏秀が，その労によって山城権

少目に就任した後，そうした作業が滞る事態が現出したので，氏秀の子の忠孝にその職務

を継がしめるよう命じられている（５０）。これより，石灰を焼くには少なからず技術が必要で

あったことがうかがわれる（５１）。『播磨国風土記』讃容郡室原山条（５２）から，室原山で石灰が産

出したことが知られ，相当古くよりそれが採取されていたことが察せられる。さような石

灰が乙訓郡からも産出していたことは，以下の諸史料よりおさえることが可能となる。

　寿永３年（１１８４）２月「無動寺検校慈円譲状」によると，慈円は富坂庄（京都市西京区
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大原野上里一帯に比定（５３））を師である観性に譲った。その一方で無動寺に寄進し，今後の

妨害を防ぐことをねらった。富坂庄から無動寺へは，毎年の所課として石灰壱斛を納める

よう決められている（５４）。保安４年（１１２３）８月「富坂庄預僧豪祐解」によれば，富坂庄は

もともと故陸奥橘前司殿（橘則光）の私領で，その田地は乙訓郡の高庭里・田辺里・巨勢

里・母底里・１１条猶本里・駅家里に散在していた（５５）。

　この付近には，灰方・灰谷・ 出  灰 という地名が見受けられる。灰方に関しては，応永７
いず りは

年正月「参鈷寺寺領目録」に灰方名がみえ（５６），正徳元年（１７１１）成立の『山州名跡志』乾

・巻之１０・乙訓郡には「此所大内裏世令レ焼二石灰一所也。又近隣有二灰谷一」と記されてい

る（５７）。また，出灰については，『東海一休和尚年譜』嘉吉２年（１４４２）条に「譲羽為レ名，

朝貢出二石灰一地，譲羽出灰，和訓相近」とみえ（５８），宝暦４年（１７５４）成立の『山城名跡巡

行志』第５・乙訓郡１では，出灰村の上方に出灰山があり，昔そこから石灰を貢上してい

たと書きつづられている（５９）。富坂庄からの石灰貢進をふまえると，それらのあたりで石灰

が採取されていたことはまず誤りあるまい。

　さらに敷衍すると，「中院流家領目録草案」には，山城国の所領の１つに石灰庄がみえる

ものの，線が引かれ抹消されている（６０）。岡野友彦氏は当文書について，平安時代末期に作

成された「源雅定家領目録」に，村上源氏中院流とは係わりのない「某家領目録」を合わ

せ，さらに同流家領を示す何らかの目録をも加筆して鎌倉時代中期にまとめられたと指摘

する（６１）。石灰庄などは最後の目録に記されていたと推測されており，ある時点で村上源氏

中院流の所有から離れたと考えられる。この石灰庄の比定に関しては，『日本荘園資料』畿

内・山城では乙訓郡に求められ，備考として「或は出灰（イズリハ）か＝芥川上流出灰川

左岸」と記されている（６２）。それが妥当かどうかはともかく，石灰庄は西京区大原野灰方町

・出灰町の付近に所在し，石灰の産出に由来する名称とするのが適当となろう。

　かくして，平安時代末期に乙訓郡で石灰が生じていたことが闡明した。大原野の一帯は

石作郷の地で，石棺の製作に携わった石作集団の居住にちなむ郷名となり，古くに人々の

定着をみた地域であったことが察せられる。それゆえに，石灰の採取が平安時代末期より

もはるかにさかのぼって行われていた可能性はあながち否定できまい（６３）。つまるところ，

乙訓郡に泥部が設定された要因の１つとして，石灰の産出をあげても決して無稽とはいえ

ないのではなかろうか。

 

２２２
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２２３

　４　物部氏と弓矢

　上述した成果を前提にして，ここでは羽束物部という複姓について考察をめぐらしてい

く。『先代旧事本紀』巻第３・「天神本紀」には，天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊が河内国

の河上の哮峰に天降りした際，兵仗を帯びてそれに供奉した天物部等２５部の人の１人とし

て羽束物部があげられている（６４）。この羽束は，「ハツカシ」・「ハヅカシ」，「ハツカ」のどち

らにあてはまるのであろうか。かかる疑問を解明するうえで看過することができないの

は，物部氏と弓矢の製造に係わった諸氏族との密接な関係である。

　『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本紀」によると，饒速日尊の１３世孫・物部尾輿連公は，

弓削連の祖である倭古連の女子・阿佐姫および加波流姫の姉妹を妻とした。前者との間に

物部守屋大連公をもうけたとみえ，守屋は弓削大連というとある。『日本書紀』敏達元年

（５７２）４月是月条をはじめとして，『播磨国風土記』賀古郡伊保山条などに，守屋は弓削

大連とあらわされているので，尾輿と弓削氏の女との婚姻，および守屋の誕生は事実であ

ったと考えられる。『日本書紀』には，守屋の阿都の別業（阿都家）および渋河家がみえて

いる（６５）。前者の阿都は，のちの河内国渋川郡跡部郷の地にあたるので，同一の邸宅を指し

ていると想定される。かかる別業の存在に徴するに，この弓削氏は河内国若江郡弓削郷の

地を本拠としていたことが推測される。

　弓削連は，弓削部を率いて弓の製造にあたった伴造氏族である。『新撰姓氏録』左京神別

上・天神に，石上氏と同祖と称する弓削宿禰が載録されており，あるいは尾輿と姻戚関係

を結んだ弓削氏の一派が，かかる同祖系譜を主張するにいたったとも推想される（６６）。『四天

王寺御手印縁起』には，守屋の河内国における所領で没官となった弓削・鞍作・祖父間・

衣摺・蛇草・足代・御立・葦原の８箇所が，渋川・安宿・若江・大県の諸郡に散在してい

たとある（６７）。もちろん，その記述の信憑性が問題となるものの，渋川郡にあった邸宅を中

心に，その近辺に多くの所領を有していたことはまず疑いあるまい。

　一方，『新撰姓氏録』未定雑姓・河内国には，布都奴志乃命の後裔を主張する矢作連が掲

載されている。若江郡には式内・矢作神社が鎮座していることより（現在，八尾市南本町

６丁目に所在），弓削氏の本拠地と近接するところに蟠踞していたことが想定される。さ

らに，この地域には矢作造が居住していた公算が大きい。

　『続日本紀』宝亀元年（７７０）４月癸卯条

　　癸卯，従五位上弓削宿禰牛養等九人賜二姓弓削朝臣一。外従五位下弓削連耳高等卅八
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　　人宿禰。外従五位下美努連財刀自及正八位上矢作造辛国賜二姓宿禰一。未レ経二歳月一，

　　皆復二本姓一。

　弓削宿禰牛養らにそれぞれ朝臣・宿禰のカバネが授けられたものの，道鏡の失脚後にも

とのそれに戻されたとある。牛養らは道鏡と関係が深かったがゆえに，このような改姓に

あずかったと推察される。弓削宿禰・弓削連らはもともと河内国若江郡弓削郷付近を本貫

とし，道鏡とは血縁関係にあったと目される。美努連はもと三野県主で（６８），若江郡に鎮座

する式内・御野県主神社付近を本拠とする氏族である。道鏡は河内国若江郡の弓削氏の出

身であるから（６９），美努連財刀自の改姓の背景として，道鏡と美努連との地縁が考えられよ

う。

　以上の事柄をふまえれば，矢作造辛国の場合も同様なことを想定すべきで，矢作造は若

江郡の矢作神社の近辺に居を構え，道鏡と何らかの関係をもつにおよんだことが察せられ

る。この矢作造がのちに連のカバネを与えられ，『新撰姓氏録』に登載されるにいたったの

かは不明である。けれども，それらは矢作部を統轄して箭の製作に携わった氏族であった

ことはまず疑いあるまい。物部氏と弓削氏との親しい間柄からすると，前者と矢作氏との

間にも何らかのつながりがあったことが推量される。こうした点を考えるうえで着目すべ

きは，『新撰姓氏録』未定雑姓・河内国の矢作連条にみえる布都奴志乃命である。

　同書ではここでのみ唯一確認される布都奴志乃命に関しては，武甕槌神とともに葦原中

国を平定するために派遣された経津主神（７０）を指すとするのが一般的である（７１）。しかしなが

ら，石上神宮の祭神たる布都御魂（韴霊）（７２）について，『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本

紀」に「神剣韴霊剣刀，亦名布都主神魂刀」，『肥前国風土記』三根郡物部郷条に来目皇子

がこの村に物部若宮部を派遣して社を立て物部経津主神を鎮め祭らせたとある。くわえ

て，『新撰姓氏録』大和国皇別・布留宿禰条に「男市川臣，大鷦鷯天皇御世，達レ倭賀二布都

努斯神社於石上御布瑠村高庭之地一」とみえることからすると，それはまたフツヌシノ神と

も呼ばれていたことが確かめられる。以上のような史料に基づき，布都御魂（韴霊）を神

格化したものが『日本書紀』などに登場する経津主神であったと解する所説（７３）があって，

注目される。その当否はともかく，矢作連条にみえる布都奴志乃命は，物部氏が奉斎して

いた布都御魂（韴霊）を指すとするのが穏当となろう（７４）。つまるところ，矢作氏はこれと

結びつくことを通じて，物部氏との関係を主張したと推量される。

　では，矢作氏は，他の多くの氏族と同じように，なぜ饒速日尊の後裔系譜に連なること

を選択しなかったのであろうか。『上宮聖徳太子伝補闕記』の一節を取り上げるに，物部守
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屋の討伐にまつわる出来事として，「太子自率二壮士一，而迫レ賊。賊与二太子一，相去不レ遠。

賊誓放二物部府都大神之矢一中二太子鎧一。太子亦誓放二四天王之矢一即中二賊首大連胸一。倒

而墜レ樹」と記されている（７５）。一方，『聖徳太子伝暦』上巻・用明２年（５８７）７月条では，

「此時大連，登二大榎木一，誓放二物部府都大明神之矢一，中二太子鐙一。太子，命二舎人跡見

赤檮一，放二四天王之矢一，中二大連胸一。倒墜レ木。（割注は略す）」とあらわされており（７６），

おのおのの矢を放った主体が相違している。『日本書紀』崇峻即位前紀７月条では，２隻の

矢に関する挿話は存在せず，「聖徳太子」信仰の高揚をうけて後世になって述作された疑い

が濃厚となる。その作成の時期は分明ではないものの，物部府都大神の矢を射たとする点

はおろそかにすることができない。憶測をたくましくすれば，箭の製造に従事していた矢

作連は，かかる所伝を念頭に置き，物部氏が奉斎していた布都御魂（韴霊）を氏祖と仰い

で，同氏とのつながりを主張するにおよんだのではあるまいか（７７）。

　かくして，矢作氏と物部氏との関係について論究してきた。そうした成果をふまえつ

つ，続いては以下の史料に眼を向けていくことにしたい。

　『先代旧事本紀』巻第３・「天神本紀」

　　船長同共率二領梶取等一天降供奉。

　　　船長跡部首等祖天津羽原。

　　　梶取阿刀造等祖大麻良。

　　　船子倭鍛師等祖天津真浦。

　　　笠縫等祖天津麻占。

　　　曾曾笠縫等祖天都赤麻良。

　　　為奈部等祖天都赤星。

　天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊は天磐船に乗って河内国河上哮峰に天降り，そこから大

倭国鳥見白庭山に遷ったとされる。その際，天磐船の船長および梶取などを勤めたのが，

これら氏族の祖であったと語られている。船長とされる跡部首は，阿刀連（のちに宿禰（７８））

の部民である阿刀部（阿斗部とも）を統率する伴造氏族であった。『新撰姓氏録』には，饒

速日尊の後裔を主張する阿刀宿禰・阿刀連がいくつか見受けられる（７９）。物部守屋の阿都の

別業が設けられた河内国渋川郡跡部郷の地は，阿刀氏が蟠踞していたところであったと目

される。次の梶取の阿刀造もまた，物部氏と密接な間柄にあったことは多言を要しま

い（８０）。

　続いて，船子とされる諸氏を取り上げるに，笠縫および曾曾笠縫と物部氏との関連を示

物部氏と弓矢



す史料には恵まれていない。しかしながら，木工・造船集団である為奈部については，そ

の管掌にあずかった猪名部造および為奈部首が，物部氏の同族を称していることがおさえ

られる（８１）。

　かくして，三氏と物部氏との関係を跡づけた。このような事実に照らすに，残る船子の

倭鍛師もまた，それとつながりがあったと解するのがすこぶる自然となろう。倭鍛師等の

祖である天津真浦といえば，先に引用した『日本書紀』綏靖即位前紀に記される真麛鏃を

作った倭鍛部天津真浦と同一人物と見なしうる。詮ずるところ，物部氏は弓削・矢作に加

え，鉄鏃の製作に携わったと目される倭鍛部とも関連を有していたことがうかがわれる。

　そこで，羽束物部という複姓に眼を転ずるに，弓・簳・鉄鏃の製作にあたった諸氏族と

物部氏との結びつきに鑑みると，この羽束は「ハツカ」と読むのがふさわしいと思料され

る。羽束は地名と目され，摂津国有馬郡羽束郷に一致する蓋然性が高い。そして，その職

掌は箭羽を簳に取りつけることであったと考えられる。

　熊谷公男氏は，物部氏の阿都における邸宅の近くに弓削氏や矢作氏が居住している点，

物部氏と弓削氏の同祖関係，および守屋の母が弓削氏出身で『日本書紀』において物部弓

削守屋連とあらわされていることに基づき，「物部氏は阿都を拠点とし，近隣の弓削氏や矢

作氏を配下に置いて，王権の武器生産を管轄していた」と推論される（８２）。上記の考察によ

って，弓削氏だけでなく，矢作・倭鍛部・羽束物部といった箭の製作に関わった氏族と物

部氏との密接なつながりが明らかとなった。こうした点に照らすに，尾輿や守屋はこれら

氏族を率いて，ヤマト王権の弓矢の生産に従事していたことはまず間違いあるまい。

　『日本書紀』崇峻即位前紀７月条によると，守屋は衣揩の朴の木の股に登って雨のよう

に矢を射たと記されている。守屋の渋河家には，先の諸氏族によって製造された弓矢が大

量に貯蔵されていたのであろう。かかる弓矢が物部氏の軍事力の源泉となったのであり，

それを活用することで王権による列島支配に多大なる貢献を果たしたことが想定される。

　５　お　わ　り　に

　山城国乙訓郡および摂津国有馬郡の羽束郷をめぐって，栄原永遠男氏の高説に導かれな

がら，種々の考究を行った。その結論はすでに簡潔に述べたので，改めて繰り返すことは

差し控えたい。ここでは，４で取り上げた物部氏に関して，いささか附言しておくことに

する。

　周知のように，物部氏は大化以前の有力執政氏族で，その分析はそのころの政治過程な
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どを跡づけるうえで欠かすことができない。にもかかわらず，その主流が早くに滅亡した

がゆえに，その有様を鮮明に描き出すことはなかなか難しいといえる。しかしながら，

様々な史資料を駆使していけば，その実態に接近することはおおよそ可能となるのではな

いかと思う。わけても物部氏に関する記載を比較的多く含む，『先代旧事本紀』の検討およ

び活用が不可避となろう。本稿における考察を端緒として，同氏にまつわる研究を推進し

ていきたいと考える。それゆえに，そうした今後の分析に備え，いくつかの課題をここに

書き留めておくことにしたい。

　先に物部氏と鉄鏃を製作する氏族とのつながりについて指摘した。鉄鏃との関連で注視

すべきは，大阪府柏原市大県・平野に所在する大県遺跡である。同遺跡からは鉄製品を造

る鍛冶工房跡が多数検出されており，その操業期間は５世紀後半から６世紀後半の間に求

められるという（８３）。卓越した規模および密集度から勘案すると，ヤマト王権がその経営に

参画し，武器生産が大きく展開されていたことはほぼ間違いあるまい。ここで生産された

鉄鏃を用いて，矢作氏により箭が製造されていた可能性は相当に強い。

　ところで，『日本書紀』雄略１３年３月条には，物部目大連に餌香長野邑（大阪府藤井寺市

藤井寺・岡から沢田・古室および羽曳野市誉田付近にかけての一帯）が与えられたと書き

つづられている。物部目大連は，『先代旧事本紀』巻第５・「天孫本紀」から，尾輿の祖父

にあたる人物であることが知られる。先の記述が信用できるとなると，５世紀後半には物

部氏は中河内に拠点を有していたことになる。興味深いのは，これから物部守屋が滅ぼさ

れる５８７年までの期間は，大県遺跡の操業時期と重なり合っている点だ。つまるところ，物

部氏が大県遺跡の鍛冶工房群を管理し，鉄製の武器の生産にあたっていた公算は大きいの

ではなかろうか。大県遺跡の盛衰と物部氏のそれとは密接に関聨することが予想され，今

後は様々な視点から，そうした点に裏づけを与えていくことが肝要となろう（８４）。

　続いては，羽束（羽結）と係わり深い箭羽について取り上げる。いったい，その材料と

なる鷲や雉といった鳥の羽はどうやって獲得していたのであろうか。留意すべきは，高安

郡に鳥取連の居住が確かめられ（８５），さらに隣接する大県郡に鳥取郷の設置が認められる点

だ。前者をふまえれば，後者の鳥取郷は鳥取氏ないしは鳥取部の集住に由縁する地名であ

ったと推察される。この氏族に関しては，鵠（白鳥）の捕獲に従事していたとする見解が

呈されており（８６），それがおおむね支持されている状況にあるといえる。しかるに，かかる

理解には少なからず問題が残されていて，必ずしも鵠に限定する必要性はないと考える。

すなわち，鳥取氏の職掌の１つとして，箭羽の貢進をあげうるのではないかと憶測してい

お　　わ　　り　　に



る。同氏と物部氏との結びつきをも含め，これに関する綿密な検討は後日に期することに

したい。

〔注〕
（１）　 地名比定は，『古代地名大辞典』本編（角川書店，１９９９年）による。なお，適宜，平凡社刊の

日本歴史地名大系を参考にした。
（２）　 高山寺本は，天理図書館善本叢書和書之部第２巻『和名類聚抄　三宝類字集』（八木書店，１９７１

年），大東急記念文庫本は，馬渕和夫編『古写本和名類聚抄集成』第３部　二十巻本系諸本の
影印対照（勉誠出版，２００８年）による。

（３）　 『新訂増補国史大系』による。以下，出典を記さないものはすべてこれに基づく。
（４）　 栄原永遠男「二つの羽束郷―古代における箭の製作―」（『市史研究さんだ』４，２００１年）。
（５）　 田中卓「新校・新撰姓氏録」（田中卓著作集９『新撰姓氏録の研究』，国書刊行会，１９９６年）

による。
（６）　 『神道大系』古典編１２　延喜式（下）。以下，『延喜式』は神道大系本に基づく。
（７）　 『類聚三代格』巻第４・寛平８年９月７日太政官符（関晃監修，熊田亮介校注・解説『狩野

文庫本　類聚三代格』，吉川弘文館，１９８９年）。
（８）　 狩野久「品部雑戸制論」（『日本古代の国家と都城』，東京大学出版会，１９９０年，初出１９６０年）。
（９）　 平城京二条大路南端・溝状遺構ＳＤ５１００より出土した木簡に，羽結姓の者が確認される（『平

城宮発掘調査出土木簡概報（２２）』１５・１７頁）。
（１０）　 『景印文淵閣四蔵全書』第２２１冊。
（１１）　 笹間良彦著・第１部第１章「矢の拵え１～矢羽」（柏書房，１９９９年）。なお，鈴木敬三「矢の

構成―有識故実の研究　弓矢篇矢の部―」（『國學院高等學校紀要』１，１９５９年）も参照のこと。
（１２）　 天平年間の諸国正税帳に，箭に関する材料として糸があげられている（天平６年〔７３４〕度

「尾張国正税帳」〔『大日本古文書』正倉院編年文書之１－６１２頁，『正倉院古文書影印集成』１
・正集第１５巻・２００頁。なお，以下では『大日古』『影印』と省略する〕，天平９年度「但馬国正
税帳」〔『大日古』２－５９頁，『影印』２・正集第２９巻・９５頁〕，天平９・１０年度「駿河国正税帳」
〔『大日古』２－６９・１１８頁，『影印』１・正集第１７巻・２２３頁，同正集第１８巻・２３７頁〕）。『延喜
式』兵庫寮征箭条に「削二箭本一，搓レ線，纏一日」とあるので，簳の先端部分に糸を巻いたこ
とがわかる。正税帳にみえる糸は，これとともに箭羽の取りつけのためにも用いられたことが
想定される。

（１３）　 雑戸として山背甲作客姓の者が知られ（『続日本紀』霊亀２年〔７１６〕９月癸巳条），山背国
綴喜郡甲作里（郷）（天平１３年６月２６日「山背国司移案」〔『大日本古文書』家わけ第１８　東大寺
文書之３〈東南院文書之３〉１４９頁〕，天平勝宝元年（７４９）１１月３日「大宅朝臣可是麻呂貢賤
解案」〔同１５８頁〕，『和名類聚抄』）との関連が推測されるので，甲作工戸のいくつかがそこに配
置されていたと目される。よって，遠江国の雑工戸２０烟のなかに甲作工戸が含まれていた可能
性が高い。

（１４）　 松本政春「造兵司の復置年代について」（『奈良時代軍事制度の研究』，塙書房，２００３年，初
出１９８３年）。

（１５）　 『日本三代実録』貞観８年２月１０日丙辰条。
（１６）　 新井喜久夫「品部雑戸制の解体過程」（彌永貞三先生還暦記念会編『日本古代の社会と経済』
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上巻，吉川弘文館，１９７８年）。
（１７）　 たとえば，『延喜式』主税寮上戎具料度条では，征箭５０隻の鏃を造る料として，鉄５斤７両が

あげられている。
（１８）　 藪田嘉一郎「羽束師の森」（『日本古代文化と宗教』，平凡社，１９７６年，初出１９６７年）。
（１９）　 『日本書紀』欽明２年（５４１）３月条。
（２０）　 『日本書紀』天武元年６月丙戌条。
（２１）　 『令集解』職員令土工司条の古記および令釈が引く官員令別記を参照。
（２２）　 『令義解』職員令造兵司条に，「其鍛冶司鍛部・土工司泥部等，如レ此之類者，皆自二鍛戸・泥

戸内一而取充。但戸内无レ人者，通取二佗氏一」との注記がみえる。
（２３）　 『令集解』職員令土工司条の諸説を参照。
（２４）　 『日本書紀』崇峻元年（５８８）是歳条に，百済から瓦博士が献上されたことが記されている。

なお，「元興寺伽藍縁起併流記資財帳」所引「塔露盤銘」には，瓦師とみえている（田中卓「元
興寺伽藍縁起并流記資財帳の校訂と和訓」〔田中卓著作集１０『古典籍と史料』，国書刊行会，１９９３
年，初出１９５７年〕）。

（２５）　 『平城宮発掘調査出土木簡概報（１５）』３２頁。
（２６）　 同上。
（２７）　 土工司の廃止についてふれておく。『類聚三代格』巻第４・承和元年（８３４）正月２９日太政官

符に，木工寮瓦工の模作子鳥がはじめて造瓦長上に任じられたとあり，また『続日本後紀』承
和２年９月癸卯朔条から，木工寮には長上の土工・瓦工・石灰工が属していたことが知られる。
『延喜式』木工寮土工条から，土工は壁塗りに従事していたことがおさえられるので，これら
工人の職掌と土工司のそれとは合致することになる。かかる事実に照らすに，土工司は承和元
年以前に木工寮に併合されたことが推察される。

（２８）　３９０頁・頭注１１（笹山晴生注解，岩波書店，１９９３年）。
（２９）　 寛永１３年（１６３６）に近いころに作成されたと目される「松尾社家系図」（松尾神社の摂社・月

読神社の長官を務めた伊伎氏の系図。『続群書類従』第７輯下　系図部）によると，延喜２２年
（９２２）３月に死去した雪雄の弟・淵雄が羽束師長官に就いていたとしたためられている。同
系図を見渡すと，月読宮長官ないしは月読社長官を月読長官と記す場合が散見し，この点をふ
まえれば，羽束師長官は羽束師神社の神職を指していると考えられる。京都市西京区松室山添
町に鎮座する月読神社は，葛野郡の式内社で，斉衡３年（８５６）３月に松尾の南の山に移された
（『日本文徳天皇実録』同年同月戊午条。なお，『日本書紀』顕宗３年２月丁巳朔条に，歌荒樔
田に坐したことがみえる）。その鎮座地から推すに，羽束師長官の羽束師は，乙訓郡に所在する
式内・羽束師坐高御産日神社のことと判断すべきで，この系図の記載が正しいとすると（本系
図が多くの問題を抱えていることに関しては，内藤泰夫「古代の伊岐氏について―『松尾社家
系図』と関連して―」〔岩橋小彌太博士頌寿記念会編『日本史籍論集』上巻，吉川弘文館，１９６９
年〕を参照），月読神社の神職を代々務めた伊伎氏の一族の者が一時，羽束師坐高御産日神社
の神事に奉仕していたことがおさえられる。

（３０）　 名古屋市博物館資料叢書２『和名類聚抄』，名古屋市博物館，１９９２年。
（３１）　 川端善明・荒木浩校注　新日本古典文学大系４１『古事談　続古事談』１７１頁・脚注１０（岩波

書店，２００５年）を参照。
（３２）　 笠間注釈叢刊５・佐伯梅友他著『和泉式部集全釈―続集編―』，笠間書院，１９７７年。
（３３）　 田中裕・赤瀬信吾校注　新日本古典文学大系１１『新古今和歌集』，岩波書店，１９９２年。
（３４）　 『大日本古文書』家わけ第１８　東大寺文書之３（東南院文書之３）１６０頁。

注



（３５）　 佐伯有清『新撰姓氏録の研究』考證篇第６，吉川弘文館，１９８３年。義江明子「『鴨縣主家傳』
・同「附録」―カモ社女性神職〝斎祝子・忌子〟をめぐって―」（『帝京史学』１１，１９９６年）。

（３６）　 『神道大系』神社編８　賀茂。
（３７）　 明治３年「拾箇条区別注進書」には，「駆人〈又公人トモ云。姓西埿部。〉／称二駆人一者，持二

榊幣一勤二警駆一総号也。其家神殿小預，〈称二御料屋預一。〉大炊殿預，〈称レ厨。〉供御所預，〈称二屋
給人一。〉河合小預，御蔭小預等也。／当宮御鎮座以来之神役〈ニ而〉，神供御菜等調二進之一。承
暦年中（１０７７～８１），従二朝廷一膳部〈ヲ〉被レ付，其時〈ヨリ〉御菜調進之役〈ヲ〉膳部方〈江〉
渡。姓〈ハ〉各西埿部也」とみえている（注〔３６〕前掲書）。これによれば，西埿部氏は古く
より駆人の職を世襲していたともとらえられるものの，事実か否か判然としない。

（３８）　 『国宝北野本日本書紀』，貴重図書複製会，１９４１年。
（３９）　 『神道大系』古典編４　日本書紀（下）。
（４０）　 天理図書館善本叢書和書之部第５６巻『日本書紀　兼右本３』，八木書店，１９８３年。
（４１）　 『神道大系』古典註釈編５　釈日本紀。
（４２）　 天理図書館善本叢書和書之部第５５巻『日本書紀　兼右本２』，八木書店，１９８３年。
（４３）　 喜田貞吉「間人考」（喜田貞吉著作集１０『部落問題と社会史』，平凡社，１９８２年，初出１９２４年）。
（４４）　 『日本書紀私記』甲本，すなわち「弘仁私記」には，埿部穴穂部の埿部に「ハセツカヒ」と

いう傍書を付す。「弘仁私記」は，弘仁３（８１２）～４年に実施された『日本書紀』講書の講義
録と目されるので，かかる読みは古くに行われていたとも考えられる。しかしながら，片仮名
で書かれていることが難点で，後世に加筆された可能性も残る。

（４５）　 栗田寛『新撰姓氏録考證』巻之１３（『神道大系』古典編６　新撰姓氏録）。佐伯有清注（３５）
前掲書考證篇第３，吉川弘文館，１９８２年。

（４６）　 俯見村から程近い深草は，平安時代末期には土師器の特産地となっていた（浅香年木『日本
古代手工業史の研究』第４章第２節〔法政大学出版局，１９７１年〕を参照）。この一帯から埴土
を多く採取しえたことが知られ，注目に値する。

（４７）　 このような見解はすでに中村修氏によって提出されている（「由来の異なる二つの羽束郷」
〔『乙訓の原像・続編』，ビレッジプレス，２０１２年，初出同年〕）。

（４８）　 山田幸一・ものと人間の文化史４５『壁』第３・４章（法政大学出版局，１９８１年）を参照。
（４９）　 『大日古』２４－３９頁，『影印』１６・塵芥文書第２６巻・４３頁。
（５０）　 『類聚符宣抄』第７。
（５１）　 『新撰姓氏録』左京諸蕃上・漢の清宗宿禰条には，「唐人，正五位下李元環之後也」とみえる。

李元環は『続日本紀』に散見し，天平宝字５年１２月丙寅には李忌寸の姓が与えられている。清
宗宿禰氏秀・忠孝父子は，この李忌寸の後裔としてよく，渡来系の人物の子孫が石灰を焼くこ
とに巧みであったという点は，その技術の難易度を知るうえで参考になるかと思われる。

（５２）　 植垣節也校注・訳　新編日本古典文学全集５『風土記』，小学館，１９９７年。
（５３）　 木下良・水田義一「富坂庄について」（『洛西ニュータウン地域の歴史地理学的調査―発掘と

歴史的景観・土地利用の変遷に関する調査報告―』，京都市開発局洛西開発室，１９７２年）。
（５４）　 『平安遺文』古文書編８－４１３７号。なお，富坂庄の伝領過程に関しては，京都大学文学部博

物館の古文書第９輯『浄土宗西山派と三鈷寺文書』（大山喬平編・解説，思文閣出版，１９９２年）
に詳しい。

（５５）　 『平安遺文』古文書編５－１９９７号。なお，小稿では注（５４）前掲書に掲げられている釈文に
よる。

（５６）　 『大日本史料』第７編之４。

２３０

羽　　　束　　　考



２３１

（５７）　 野間光辰編『新修京都叢書』第１５巻，臨川書店，１９６９年。
（５８）　 『続群書類従』第９輯下　伝部。
（５９）　 注（５７）前掲書第２２巻，１９７２年。
（６０）　 國學院大學所蔵『久我家文書』第１巻・３，続群書類従完成会，１９８２年。
（６１）　 岡野友彦「『中院流家領目録草案』（久我家文書）の検討」（『中世久我家と久我家領荘園』，

続群書類従完成会，２００２年，初出１９８８・９９年）。
（６２）　 国立歴史民俗博物館編，吉川弘文館，１９９８年。
（６３）　 『新撰姓氏録』左京神別下・天孫の石作連条によると，垂仁朝に皇后・日葉酢媛命のために

石棺を作って献上したがために，石作大連公という姓を授けられたとある。これより，石作氏
および石作部は石棺の製作を職掌としていたことが把握される。山背国では乙訓郡の他に，綴
喜郡大住郷のあたりおよび久世郡奈美郷において石作連族・石作連の居住が確認され（天平７
年「山背国隼人計帳」〔『大日古』１－６４７頁，『影印』５・続修第１３巻・１４５頁〕，天平勝宝９歳
４月７日「西南角領解」〔『大日古』４－２２７頁，『影印』１１・続修後集第１１巻裏・２９頁〕），また
『新撰姓氏録』山城国神別・天孫に石作がみえている。

　　　　板楠和子氏は山背国の石作について，「九州の有明海沿岸，播磨加古川右岸地帯の石材による
石棺や石棺製作技術が伝播し，やがて技術者の定着となっていったのではないか」と説かれて
いる（「石棺と石作部」〔新川登亀男編　古代王権と交流８『西海と南島の生活・文化』，名著
出版，１９９５年〕）。京都市右京区・西京区から向日市・長岡京市にかけての一帯には，６世紀末
から７世紀にかけての竜山石製の組合せ式・刳抜き式家形石棺が多く分布しており（さしずめ，
向日市埋蔵文化財調査報告書第２３集『物集女車塚〔本文編〕』第６章５〔向日市教育委員会，
１９８８年〕を参照），乙訓地域の石作集団に関しては，板楠氏の指摘が成立する余地が残されて
いるといえよう。

　　　　このことを考慮しつつ，さらに石材の産地に該当しない乙訓地域における居住の要因として
留意すべきは，石灰の存在である。奈良県・大阪府の７～８世紀初頭の古墳には，石室の壁面
全体に漆喰を塗布したり，あるいは石室の石材の目地に漆喰がつめられたりしているものが少
なからず見受けられる（『日本考古学事典』「漆喰・白土」の項，三省堂，２００２年。なお，漆喰
が用いられている奈良県・大阪府の古墳については，角田清美「古代から中世前期における石
灰と漆喰の利用」〔『専修人文論集』８８，２０１１年〕に網羅されている）。残念ながら，石作氏お
よび石作部が石室の作製に関与したことを示す史料には恵まれていない。くわえて，丸山龍平
氏は，切石造りといった横穴式石室を構築する集団・工人と石棺作りの工人は別個に存在し，
分業関係にあったことを説かれている（「近江石部の基礎的研究―近江・大和の石棺とその石
工集団―」〔『立命館文学』３１２，１９７１年〕）。しかしながら，丸山氏は決定的な根拠を提示して
いるわけではなく，畢竟，少なくとも加工した石材を用いた石室や石槨の築造に，石作集団が
関係していた可能性は十分に残されているといえよう。かりにこれが認められるとすると，石
室に使用するための漆喰の原料となる石灰を採取することを１つの大きな目的として，大原野
のあたりに石作集団が設定されたとも憶測しうる。ともあれ，これについては種々の視角か
ら，なお検討を積み重ねていくことが必須となろう。

（６４）　 『神道大系』古典編８　先代旧事本紀。
（６５）　 『日本書紀』用明２年（５８７）４月丙午条。同崇峻即位前紀７月条。
（６６）　 『日本三代実録』元慶元年１２月２５日辛卯条によると，神饒速日命の後とする右京の人・弓削

連是雄に宿禰のカバネが与えられている。なお，『新撰姓氏録』には，高魂命（天高御魂乃命）
の孫・天日鷲翔矢命（天毘和志可気流夜命）の後とする弓削宿禰（左京神別下・天神，河内国

注



神別・天神），爾伎都麻の後とする弓削宿禰（左京神別下・地祇）も掲載されている。
（６７）　 清文堂史料叢書第７８刊　棚橋利光編『四天王寺古文書』第１巻，清文堂，１９９６年。
（６８）　 『日本書紀』天武１３年正月庚子条に，三野県主が連のカバネを授けられたことがみえる。
（６９）　 『続日本紀』宝亀３年４月丁巳条に，「道鏡，俗姓弓削連，河内人也」とみえ，同天応元年

（７８１）６月乙巳条に，道鏡の弟・浄人を河内国若江郡の人とする。
（７０）　 『日本書紀』神代下・天孫降臨・本文，一書第１，一書第２など。
（７１）　 栗田寛注（４５）前掲書巻之２１。佐伯有清注（３５）前掲書。
（７２）　 『古事記』神武段。『日本書紀』神武即位前紀戊午年６月丁巳条。
（７３）　 松前健「国譲り神話の形成」（松前健著作集第８巻『出雲神話の形成』，おうふう，１９９８年，

初出１９７０年），伊野部重一郎「鹿島社と香取社の祭神」（『記紀と古代伝承』，吉川弘文館，１９８６
年，初出１９８１年）など。

（７４）　 つとに太田亮氏は，矢作連の氏祖・布都奴志乃命と石上神宮の祭神・布都御魂（韴霊）を同
一と解している（「石上神宮と物部氏族」〔『国史と系譜』４－７，１９２８年〕）。

（７５）　 飯田瑞穗「『上宮聖徳太子伝補闕記』について―特に本文校訂に関連して―　附，彰考館蔵『上
宮聖徳太子伝補闕記』翻印」（飯田瑞穗著作集１『聖徳太子伝の研究』，吉川弘文館，２０００年，
初出１９７７年）。

（７６）　 日中文化交流史研究会編『東大寺図書館蔵文明十六年書写『聖徳太子伝暦』影印と研究』，
桜楓社，１９８５年。

（７７）　 ちなみに，鈴木真年（天保２年〔１８３１〕～明治２７年）が著した『諸系譜』には，物部尾輿大
連からはじまる矢作宿禰の系譜が掲げられているという（宝賀寿男編著『古代氏族系譜集成』
中巻・第２部第２編第２章第３節８，古代氏族研究会，１９８６年）。古代にまでさかのぼるもの
か定かではなく，信憑性はすこぶる問題となるものの，物部尾輿との関係が見出される点は注
目される。

（７８）　 『日本書紀』天武１３年１２月己卯条。
（７９）　 左京神別上・天神，山城国神別・天神の阿刀宿禰条，山城国神別・天神，摂津国神別・天神，

和泉国神別・天神の阿刀連条。
（８０）　 『続日本紀』神護景雲３年（７６９）７月壬午条に，左京の人である阿刀造子老ら５人に阿刀

宿禰の姓が与えられたと記されている。
（８１）　 『新撰姓氏録』左京神別上・天神の猪名部造条。同未定雑姓・摂津国の為奈部首条。
（８２）　 熊谷公男「畿内の豪族」（山中一郎・狩野久編集『新版［古代の日本］⑤　近畿Ⅰ』，角川書

店，１９９２年）。
（８３）　 北野重「大県の鉄の概要」（柏原市の歴史講座１『大縣の鉄』，柏原市教育委員会，１９９７年）。
（８４）　 大県遺跡およびその近辺の大県南遺跡・太平寺遺跡で検出された鍛冶工房群に対しては，大

県遺跡群という呼称が与えられている。花田勝広氏は，鉄器加工の操業が５世紀前半から７世
紀前半にかけて行われているとし，同遺跡群と物部氏とのつながりを推測している。（『古代の
鉄生産と渡来人―倭政権の形成と生産組織―』前編・第１章第１節，雄山閣，２００２年，初出２０００
年）。

（８５）　 宝亀２年３月３０日「経師労劇帳」（『大日古』６－１３４頁，『影印』１１・続修後集第３０巻裏・８９
頁）。「上日帳断簡」（『大日古』１５－１３３頁，『影印』６・続修第２８巻・３９頁）。

（８６）　 志田諄一「鳥取造」（『古代氏族の性格と伝承』，雄山閣，１９８５年復刻，初出１９７０年）。

２３２
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